
資料３ 
大阪府における難聴児の早期発見・早期支援の推進について（案） 

１．国の基本方針等 
 「難聴児」の定義：聴覚障害児を含め、聞こえにくい子ども・聞こえない子ども（令和 4 年 2 月「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」抜粋） 
 通知等 所管 課題・背景 対応・方向性 内容詳細 
平成 31年 
３月～ 
令和元年 
６月 

難聴児の早期
支援に向けた
保健・医療・福
祉・教育の連携
プロジェクト
報告 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 
厚生労働省医政局医事課長  
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長  
文部科学省初等中等教育局長 
文部科学省大臣官房審議官（初等中等教育局担当） 
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長 
文部科学省高等教育局医学教育課長 

●難聴児支援は、適切なタイミ
ングでの医療や療育の提供が
必要である 

●各地域における保健・医療・
福祉・教育に関する関係部局
や医療機関等の関係機関の連
携が不十分で、支援や情報提
供が行き届いていないなど地
域格差がみられる 

●難聴児の早期支援を促進するため、保健・医
療・福祉及び教育の相互の垣根を排除し、新
生児期から乳幼児期、学齢期まで切れ目なく
支援していく連携体制を、各都道府県の実態
を踏まえて整備する 

（１）各都道府県における「新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するため
の手引書」や「難聴児早期発見・早期療育推進プラン（仮）」の策定の促進 

（２）地方公共団体における新生児聴覚検査の推進 
都道府県における協議会の設置、新生児聴覚検査の実施率の向上に向けた取組を推進 

（３）人工内耳の体外器を破損し交換する場合に医療保険の対象となることなど、負担軽
減のため必要な情報の周知等 

（４）難聴児への療育の充実 
難聴児支援のための中核機能の整備、難聴児に対する訪問型支援の強化を検討、乳幼
児教育相談の拡充など特別支援学校（聴覚）における早期支援の充実 

令和 4 年 
2 月 

難聴児の早期
発見・早期療育
推進のための
基本方針 
（地方自治法
第二百四十五
条の四第一項
の規定に基づ
く技術的な助
言） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 
厚生労働省子ども家庭局長 
文部科学省初等中等教育局長 

●各都道府県で地域の実情に応
じて難聴児の早期発見・早期
療育を総合的に推進するため
の計画の作成指針として作
成。 

 

●難聴は、早期発見・早期支援により言語・コ
ミュニケーション手段（音声、手話、筆談等
を含む。）の獲得につながることから、新生児
聴覚検査及び精密検査の実施が望まれる。 

●地方公共団体の保健・医療・福祉及び教育に
関する部局や医療機関等の関係機関が連携
し、難聴児の家族等を支援することが重要。 

●難聴児支援においては、早期から不安を抱え
る家族等に対して支援を実施し、本人又はそ
の家族が意思決定できるよう関係者で寄り添
った支援をすることが重要。 

●言語・コミュニケーション手段の選択肢が保
障・尊重されることが望ましい。 

（１）基本的な取組 
① 新生児聴覚検査の実施状況の把握と関係機関での共有等 
② 難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保 
③ 特別支援学校のセンター的機能の強化 

（２）地域の実情に応じた取組 
① 新生児聴覚検査体制の整備（受検率の向上、手引書等の活用  等） 
② 地域における支援（協議会の設置  等） 
③ 家族等に対する支援（情報提供、相談対応  等） 
④ 学校や障害児通所支援事業等関係機関における取組（支援の専門性向上） 
⑤ 切れ目ない支援に向けた取組（軽中等度難聴児を含む切れ目ない支援 等） 
⑥ 障害児福祉計画や都道府県計画等への位置付け 

２．大阪府における難聴児の早期発見・早期支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【早期発見】 
「新生児聴覚検査推進体制整備事業」（健康医療部保健医療室地域保健課） 

   先天性難聴に気づかないままでいると、言語発達やコミュニケーションの形成、情緒、社会性の発達に大きく影響するため、 
難聴の早期発見するために、全ての新生児が聴覚検査を受検できる体制整備が望まれる。 

取組み内容： 
① 新生児聴覚検査推進体制検討会、関係機関との連携体制づくり 
② 管内市町村保健師等への研修会の開催等 
③ 新生児聴覚検査の意義等の普及啓発 

    「大阪府新生児聴覚検査事業の手引き」（平成30年3月、令和4年3月改訂） 
「赤ちゃんの耳のきこえ（リーフレット）」（府基本版を作成し各市町村にて配布） 

       福祉部作成「大阪府新生児聴覚検査から支援までを遅滞なく円滑に実施するための手引き」の母子保健主管課への周知、 
    市町村における実施状況の把握及び情報共有（結果把握・公費負担状況等） 

 

【早期支援】保健・医療・福祉・教育等関係機関が連携し、切れ目のない早期支援を実施する。 
拠点整備：大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター（視聴覚障害者情報提供施設）を難聴児支援の中

核機能拠点と位置付け、専門的なカウンセリングが可能な専門の相談窓口である「ひだまり・
MOE」（福祉部自立支援課所管大阪府指定管理業務）が当該センターでの支援の中核を担う。 

 取組み内容： 
 ◆難聴児支援に関わる部局による庁内連携会議の設置 

⇒「大阪府言語としての手話の認識の普及及び習得の機会の確保に関する条例」関連施策連携会議を活用 
◆難聴児の早期支援等に関する調査審議を行う協議会の設置 
⇒大阪府障害者施策推進協議会手話言語条例評価部会を活用 

◆第５次大阪府障がい者計画の見直しにおける関係所管課の取組みの整理 
◆大阪府新生児聴覚検査から支援までを遅滞なく円滑に実施するための手引きの作成（R4 年 3 月） 
◆「新生児聴覚スクリーニング検査で再検査や精密検査が必要と知らされた保護者の皆様への相談窓口案内
（チラシ）」の作成 

連携 

「難聴児の早期発見、早期療育推進のための基本方針」を踏まえ、第 5 次障がい者計画に位置づけ。 

・府立福祉情報コミュニケーションセンターを、難聴児早期支援の中核機能拠点と位置づけた。（令和 6 年 3 月） 

・難聴児早期発見・早期支援に係る関係所管課との連携体制を拡大し、取り組んでいく。（令和 4 年 12 月～） 


